
くらし・おしらせ

介護保険の第1号被保険者の方（大
阪市にお住まいの65歳以上の方）で、
口座振替または納付書で保険料を納付
いただいている方（普通徴収の方）に
は、介護保険料決定通知書を4月中旬
に送付します。
なお、年金から納付いただいている
方（特別徴収の方）には、7月中旬に送
付します。
問合 �保健福祉課（介護保険・高齢者福祉）

2階22番�
☎6464-9859 6462-4854

介護保険料決定通知書を
送付します

新年度や新学期で新たに列車を利用
する方に対する痴漢等の性犯罪の撲滅
を目的に、列車内や駅構内の警戒を更
に強化します。
YouTube大阪府警察安まち公式チャ
ンネルにて「鉄道警察隊の防犯教室」も
公開中！

期間 4月13日(月)～28日(火)
問合 �鉄道警察隊ちかん被害相談窓口�

☎6885-1234 6885-4407

令和８年�
春の列車内安全活動強化期間

ホームページ
はこちら

除草した刈草の処分費用の削減や二
酸化炭素の発生抑制、資源の有効活用
のため、地域の皆さまに無償で配布し
ます。
期間 �5月～7月
対象 �どなたでも（転売目的でない方に限る）
申込 �6月15日（月）までにホームページ

から申込書をダウンロードして
ご提出ください。（先着順）

問合 �国土交通省淀川河川事務所管理課�
☎072-843-2861 072-841-3443

堤防の刈草を無償配布します
� 要申込

●街頭啓発キャンペーン
　日時 4月6日（月）8：00～ セレモニー終了後
　場所 阪神野田駅前広場（雨天時はOsaka Metro野田阪神駅地下通路）
　問合 �交通事故をなくす運動福島区推進本部 �

市民協働課（市民協働）5階51番 ☎6464-9734 6464-9987

特定健診の受診はお早めに！� 無 料

40歳から74歳（年度内に40歳になる方を含む）の国民健康保険被保険者の方
を対象に、高血圧症や糖尿病などの生活習慣病の発症や重症化を予防するため
に、無料で受診できる特定健診を実施しています。対象の方には、緑色の封筒で
「受診券」を送付しています。受診券の有効期限は3月末となっていますので、お
早めの受診をお願いします。
詳しくは大阪市ホームページを確認、またはお問い合わせください。

問合 �窓口サービス課（保険年金・保険）1階17番 ☎6464-9956 6462-2593

詳しくは
こちら

各種健診・人間ドックのお知らせ 
75歳以上の方、65歳以上で一定の障がいがあると認定された方等大阪府後期高齢者医療保険制度の被保険者の方を�
対象に実施します。受診要件や申請方法など、詳しくはホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。
●�後期高齢者医療健康診査　糖尿病や高血圧症等の生活習慣病に加え、加齢に伴う心身の衰え（フレイル）等のチェック
をします。 
●�後期高齢者医療歯科健康診査　歯や歯肉の状態だけでなく、お口の機能を含めてチェックをします。 
●�人間ドック受診費用の一部助成　人間ドック受診時に、いったん全額を自己負担していただき、受診後に下記窓口に費用
助成を申請してください。 

※�公益社団法人日本人間ドック・予防医療学会が掲げる1日人間ドック基本検査項目表における「必須項目」を満たすも
のに限ります。
※上限は各年度1回・26,000円です。

問合 窓口サービス課（保険年金・保険）1階17番 ☎6464-9956 6462-2593

詳しくは
こちら

子育て中のカラスに近づかないで！
4月から7月は、カラスの子育
てシーズンです。大切な卵やヒ
ナを守るため、近づく人を追い
返そうと一部の親カラスが大き
な声で鳴き続けたり、威嚇した
りすることがあります。
●�巣がある木には近づかない。�
近くを通る場合は帽子をかぶるか、傘をさしてください。
●�飛べないヒナを見つけても拾わない、近づかない！
親カラスに威嚇されることがあります。

問合 �保健福祉課（健康推進）2階24番　�
☎6464-9973 6462-4854

詳しくは
こちら

市税事務所からのお知らせ

申告・交付場所 �市税事務所（船場法人市税事務所および同分室を除く）の窓口 
問合 �弁天町市税事務所 �

市民税等グループ（軽自動車税担当）�
☎4395-2954 4395-2810　

電動自転車は申告及びナンバープレートの取り付けが必要です

詳しくはこちら

固定資産税・都市計画税（第1期分）の納期限は、4月30日（木）です

問合 〇�固定資産税・都市計画税（土地・家屋）について�
弁天町市税事務所 固定資産税グループ�
☎4395-2957(土地)、2958(家屋) 7777-4505
〇�固定資産税（償却資産）について�
船場法人市税事務所 固定資産税（償却資産）グループ�
☎4705-2941 4705-2905

詳しくは
こちら

●�飼い犬は登録し、年に一度、狂犬病予防注射を受けさ
せましょう
●�飼い犬の放し飼いはやめ、飼い猫は室内で飼いましょう
●�自宅でトイレトレーニングを行い、外での糞や尿の後
始末は飼い主が責任を持って行いましょう
●�鳴き声や臭い等でご近所に迷惑をかけないようにし
ましょう
�　動物の遺棄・虐待は犯罪です。最後まで愛情と責任を
もって飼いましょう。
問合 �保健福祉課（健康推進）�

2階24番�
☎6464-9973 6462-4854

詳しくは
こちら

4月は
「犬・猫を正しく飼う運動」強調月間です

問合 �企画総務課（企画推進）4階42番 ☎6464-9908 6462-0792

見直し
ませんか？ふくしま

フッピィは放置された自転車が心配

●�道路に放置された自転車
は歩行者などの通行の妨
げとなり、とても危険です。
●�短時間でもすぐに移動で
きない場合は放置自転車
となり、市の条例により撤
去される場合があります。

自転車、置いたままあの人どこか
へ行ってしまったよ。
ここ、道路なのに。通りにくいなあ。
すぐ戻って来るからって…ほんと

に大丈夫？

動画はこちら

STOP! 放置自転車STOP! 放置自転車！

令和8年 春の全国交通安全運動 4月6日（月）～15日（水）

令和8年度4月分から手当月額が次のとおり改定されました。
①�特別児童扶養手当（1級）：56,800円→58,450円
②�特別児童扶養手当（2級）：37,830円→38,930円
③�特別障がい者手当：29,590円→30,450円
④�障がい児福祉手当：16,100円→16,560円
⑤�経過的福祉手当：16,100円→16,560円
※�①②は20歳未満で政令で定める程度の障がいがある児童を監護している父母または養育
者に支給される手当です。
※�③⑤は20歳以上、④は20歳未満で身体または精神に重度の障がいがあるため、日常生活
において常時介護を必要とする状態の方に支給される手当です。
問合 �保健福祉課（地域福祉・障がい者福祉）2階21番�

☎6464-9857 6462-4854

特別児童扶養手当・特別障がい者手当等の
手当月額の改定について

スローガン �ヘルメット　かぶって安全　いってきます！

●�通学路・生活道路におけるこどもを始めとする�
歩行者の安全確保

●�「ながらスマホ」の根絶や歩行者優先等の
安全運転意識の向上

●�自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルール
の理解・遵守の徹底

全
国
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点
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区役所
開庁時間

◆ 月～金曜日（祝日・年末年始除く）9：00～17：30　問合 企画総務課（総務）4階41番 ☎6464-9625 6462-0792
◆ 毎週金曜日は19：00まで時間延長　取扱業務 住民票、市税証明書発行、国民健康保険、介護保険等の一部の業務
◆ 毎月第4日曜日は9：00～17：30まで開庁　取扱業務 住民票発行、国民健康保険等一部の業務

福島区
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